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君 

五 

出

席

説

明

員 

 
 

 

副

管

理

者 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

柳 

津 
 

 
 

 
 

 

明 
 

 

君 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
（
事
業
担
当
部
長
兼
務
） 

桑 
 

 

野 

俊 
 

 

郎 

君 

 
 

 

経

営

企

画

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粕 
 

 

谷 
 

 

招 
 

 

世 
 

 

君 

 
 

 

総

務

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岸 
 

 
 

 
 

 

幸 
 

 

弘 
 

 

君 

 
 

 

経
営
企
画
室
長
（
場
外
経
営
担
当
課
長
兼
務
） 

赤 
 

 

瀬 
 

 

貴 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

広

報

課

長 

愛 
 

 

澤 
 

 
 

 
 

 

洋 
 

 

君 

 
 

 

総

務

課

長 

中 
 

 

島 
 

 

浩 
 

 

司 
 

 

君 

 
 

 

経

理

課

長 

佐 
 

 

藤 
 

 

和 
 

 

也 
 

 

君 

 
 

 

お

客

様

事

業

課

長 

笹 
 

 

岡 
 

 

賢 
 

 

治 
 

 

君 

 
 

 

競

走

課

長 

木 
 

 

村 
 

 

洋 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

施
設
再
整
備
担
当
課
長
（
小
林
牧
場

長
兼
務
） 

中 
 

 

嶋 
 

 

将 
 

 

彦 
 

 

君 

 
 

 

監

査

委

員

事

務

局

長 
宮 

 
 

澤 
 

 

裕 
 

 

司 
 

 

君 

－ 2 －



六 

出
席
議
会
事
務
局
職
員 

 
 

 
議

会

事

務

局

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

市

川 
 

 

保

夫 
 

 

君 

 
 

 
議

事

担

当

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

秋

山 
 

 

兵

吾 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

木

内 
 

 

昌

彦 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

市

田 
 

 

朋

子 
 

 

君 

七 

議
事
日
程 

 
 

 

日

程

第

一 
 

 
会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

二 
 

 

議
案
第
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

三 
 

 

議
案
第
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

四 
 

 

議
案
第
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

五 
 

 

議
案
第
四
号 
特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

六 
 

 

議
案
第
五
号 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

七 
 

 

議
案
第
六
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

八 
 

 

議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算 

 
 

 

日

程

第

九 
 

 

議
員
の
派
遣
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
一 
 

 

議
案
第
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
四
号 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
五 

 
 

議
案
第
五
号 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
六
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 
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追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算 

 
 

 
追
加
日
程
第
八 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
追
加
日
程
第
九 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

追
加
日
程
第
十 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

－ 4 －



―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

開

会
（
午
前
十
時
四
十
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
、
令
和
七
年
第
一
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

は
じ
め
に
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
十
二
番
、
お
ぎ
の
け
ん
じ
議
員
、
十
三
番
、
丸
山
高
司
議
員
を
会
議
録
署
名
議
員
に
指
名
い
た
し

ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
諸
般
の
報
告
に
つ
い
て
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告
を
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一
、
令
和
七
年
第
一
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
の
招
集
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

二
、
議
案
の
送
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

三
、
議
事
説
明
員
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

以
上
、
三
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
文
書
の
写
し
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
内
容
の
朗
読
は
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
本
日
ご
出
席
い
た
だ
い
て
い
る
議
員
は
二
十
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

次
に
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
が
監
査
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告

さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
、
令
和
六
年
十
一
月
分
及
び
十
二
月
分
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
報
告
の
写
し
を
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
配

付
を
も
っ
て
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 
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小
柳
津
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

令
和
七
年
第
一
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ご
出
席
を
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
本
日
、
ご
審
議
を
い
た
だ
き
ま
す
案
件
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
条
例
案
件
六
件
、
予
算
案
件
一
件
、
計
七
件
の
議
案
を
ご
提
案
申
し
上
げ
て
お

り
ま
す
。
特
に
、
令
和
七
年
度
予
算
は
、
大
井
競
馬
場
開
場
七
十
五
周
年
の
節
目
と
な
る
予
算
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
と
ぞ
、
慎
重
な
る
ご
審
議
の

上
、
ご
決
定
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 
副
管
理
者
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 

 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

会
期
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

今
定
例
会
の
会
期
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
日
二
月
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
四
日
間
と
い
た
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
二
月
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
四
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
二
か
ら
日
程
第
七
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
二 

 
 

議
案
第
一
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
三 

 
 

議
案
第
二
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
四 

 
 

議
案
第
三
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
五 

 
 

議
案
第
四
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
六 

 
 

議
案
第
五
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
七 

 
 

議
案
第
六
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
一
括
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
六
号
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
議
案
第
一
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
職
員
の
育
児
、
介
護
と
仕
事
の
両
立
支
援
を
図
る
た
め
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
九
条
の
三
に
お
い
て
、
見
出
し
及
び
同
条
中
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
と
し
、
第
九
条
の
四
の
見

出
し
を
削
り
、
第
十
五
条
第
一
項
中
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
を
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
と
し
、
第
十
六
条
第
一
項
中
、
定
め
る
者
の
下
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に
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
、
配
偶
者
等
と
い
う
の
を
追
加
し
、
第
十
六
条
の
二
の
次
に
第
十
六
条
の
三
と
し
て
、
配
偶
者
等
が
介
護
を

必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
を
、
第
十
六
条
の
四
と
し
て
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
そ
れ
ぞ
れ
新
設
す
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
本
条
例
の
附
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

附
則
第
一
項
で
、
本
条
例
の
施
行
日
を
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
と
し
、
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
旨
を
定
め
、

附
則
第
二
項
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
期
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限
に
係
る
請
求
は
、
こ
の
条
例
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
二
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
特
別
区
の
副
区
長
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
月
額
及
び
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
を
す
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
八
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
に
お
い
て
、
給
料
月
額
を
八
十
六
万
二
千
円
と
改
め
、
第
四
条
に
お
い
て
、
期
末
手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
六
月
に
支
給
す
る
場

合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
九
十
四
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
九
十
五
と
改
め
る
も
の
で
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
三
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
特
別
区
に
お
い
て
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
住
居
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
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と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
十
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
第
二
十
四
条
の
五
の
第
二
項
中
、
第
一
条
の
三
を
削
り
、
附
則
第
一
項
で
は
、
本
条
例
を
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
執
行
す
る
旨
を
定
め
、
第

二
項
で
は
令
和
四
年
の
改
正
条
例
附
則
第
十
二
項
中
、
第
十
一
条
の
三
を
削
る
旨
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
十
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
四
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し

て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
令
和
七
年
度
以
降
に
市
町
村
に
新
た
な
場
外
発
売
所
を
設
置
す
る
場
合
、
当
該
場
外
発
売
所
が
所
在
す
る
市
町
村
に
対
し
て
交
付
金

を
交
付
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
規
定
の
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
十
五
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
施
行
期
日
等
を
付
し
、
附
則
第
二
項
と
し
て
、
令
和
七
年
度
以
降
に
設
置
さ
れ
る
場
外
発

売
所
に
関
す
る
特
例
と
し
て
、
令
和
七
年
度
以
降
に
新
た
に
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
場
外
発
売
所
が
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
市
町
村
に
対

し
て
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
は
交
付
し
な
い
も
の
を
定
め
、
本
改
正
条
例
の
附
則
と
し
て
、
こ
の
条
例
は
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
旨
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
十
七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
五
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
連
す
る
条
例
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

規
定
の
整
備
を
行
う
条
例
は
四
条
例
で
、
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 
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二
十
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
で
、
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
中
、
懲
役
を
拘
禁
刑
に
改
め
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
二
十
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
で
、
第
八
条
第
一
項
中
、
禁
錮
の
刑
を
拘
禁
刑
に
改
め
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

二
十
二
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
で
、
第
二
十
四
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
四
条
の

三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
、
禁
錮
を
拘
禁
刑
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

二
十
四
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
四
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
で
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
八

条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
中
、
禁
錮
を
拘
禁
刑
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
お
戻
り
い
た
だ
き
ま
し
て
十
八
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
本
条
例
の
附
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
項
は
、
本
条
例
の
施
行
日
を
令
和
七
年
六
月
一
日
と
定
め
る
も
の
で
、
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
、

第
四
項
は
、
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
、
第
五
項
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
、
第

六
項
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
、
第
七
項
は
、
経
過
措
置
の
規
則
へ
の
委
任
を
そ

れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
二
十
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
六
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 
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本
案
は
、
恩
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
い
な
い
た
め
、
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
六
号
ま
で
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
八
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
八 

 
 

議
案
第
七
号 

 
 

令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
議
案
第
七
号
、
令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算
に
つ
き
ま
し
て
ご

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

横
書
き
の
議
案
書
（
二
）
の
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
予
算
総
則
第
一
条
に
お
い
て
、
令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
の
一
般
会
計
予
算
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
具
体

的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
二
条
以
下
で
規
定
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
は
、
業
務
の
予
定
量
を
定
め
る
も
の
で
、
（
一
）
は
年
間
の
開
催
日
数
を
九
十
八
日
と
し
、
（
二
）
は
発
売
場
所
を
、
（
三
）
は
総
利

用
人
員
を
、
（
四
）
は
大
井
競
馬
場
に
お
い
て
施
行
す
る
競
走
数
を
、
（
五
）
は
他
場
本
場
の
場
外
発
売
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
の
と
お
り

定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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第
三
条
は
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
に
つ
い
て
の
定
め
で
、
収
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
一
款
営
業
収
益
は
、
第
一
項
競
馬
開
催
収

益
、
第
二
項
場
外
業
務
収
益
、
第
三
項
そ
の
他
営
業
収
益
の
額
を
合
計
し
、
二
千
百
十
三
億
四
千
百
八
十
八
万
二
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
次
の
第
二
款
営
業
外
収
益
は
、
第
一
項
受
取
利
息
及
び
配
当
金
か
ら
第
六
項
雑
収
益
ま
で
記
載
の
金
額
を
合
計
し
、
六
億
六
千
百
八
十
一
万
四

千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
款
特
別
利
益
は
、
第
一
項
固
定
資
産
売
却
益
か
ら
第
三
項
の
そ
の
他
特
別
利
益
ま
で
、
い
ず
れ
も
科
目
存
置
で
合
計
三
千
円
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
支
出
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
四
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
款
営
業
費
用
は
、
第
一
項
競
馬
開
催
費
用
、
第
二
項
場
間
場
外
費
用
、
第
三
項
一
般
管
理
費
、
第
四
項
償
却
費
の
合
計
で
、
二
千
二
十
六

億
六
千
二
百
三
十
万
六
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
款
営
業
外
費
用
は
、
第
一
項
支
払
利
息
、
第
二
項
株
式
配
当
金
配
分
金
、
第
三
項
公
課
費
、
第
四
項
そ
の
他
営
業
外
費
用
を
合
計
し
、
八

億
八
千
九
百
二
十
一
万
一
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
款
特
別
損
失
は
、
款
合
計
で
三
千
四
百
四
十
万
六
千
円
、
第
四
款
予
備
費
は
十
億
円
の
計
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
第
四
条
は
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
の
定
め
で
、
収
入
は
、
第
一
款
資
本
的
収
入
、
第
一
項
補
助
金
と
第
二
項
固
定
資
産
売

却
代
金
の
い
ず
れ
も
科
目
存
置
で
合
計
三
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

支
出
は
、
第
一
款
資
本
的
支
出
、
第
一
項
建
設
改
良
費
、
二
億
四
千
八
百
七
万
六
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
て
不
足
す
る
二
億
四
千
八
百
七
万
三
千
円
に
つ
き
ま
し
て
は
、
損
益
勘
定
留
保
資
金
か
ら
補

塡
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
五
条
は
、
一
時
借
入
金
の
限
度
額
を
三
十
億
円
と
定
め
、
第
六
条
は
、
高
レ
ベ
ル
で
の
流
用
が
で
き
る
場
合
の
定
め
で
、
（
一
）
に
記
載
さ

れ
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
予
算
額
に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合
は
、
同
一
の
款
内
で
各
項
間
の
流
用
が
で
き
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
七
条
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
経
費
の
定
め
で
、
記
載
の
職
員
給
与
費
は
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
で

き
な
い
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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第
八
条
は
、
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
を
九
千
四
百
七
十
三
万
四
千
円
と
定
め
、
第
九
条
は
、
取
得
す
る
重
要
な
資
産
を
記
載
の
と
お
り
と

す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
七
ペ
ー
ジ
以
降
は
、
令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算
の
説
明
書
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
九
ペ
ー
ジ
か
ら
十
一
ペ
ー
ジ
が
予
算
実
施

計
画
、
十
三
ペ
ー
ジ
は
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
十
五
ペ
ー
ジ
か
ら
十
九
ペ
ー
ジ
が
給
与
費
明
細
書
、
二
十
ペ
ー
ジ
、
二
十
一
ペ
ー

ジ
が
予
定
損
益
計
算
書
、
二
十
二
ペ
ー
ジ
か
ら
二
十
五
ペ
ー
ジ
が
予
定
貸
借
対
照
表
、
二
十
六
ペ
ー
ジ
が
注
記
事
項
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

以
上
、
令
和
七
年
二
月
十
八
日
提
出
、
管
理
者
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
七
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
全
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
予
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

こ
れ
に
付
託
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
、
全
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
予
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
九
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
九 

 
 

議
員
の
派
遣
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
文
書
の
と
お
り
、
競
馬
施
設
調
査
に
議

員
を
派
遣
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
会
議
時
間
を
延
長
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
付
託
案
件
の
委
員
会
審
査
の
た
め
、
会
議
を
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
前
十
時
五
十
七
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
十
二
時 

五
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
、
総
務
・
事
業
委
員
長
及
び
予
算
特
別
委
員
長
か
ら
各
委
員
会
の
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
報
告
書
の
写
し
を
お
配

り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
写
し
の
配
付
を
も
っ
て
ご
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
の
と
お
り
、
議
案
第
一
号
ほ
か
九
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
一
号
ほ
か
九
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 
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追
加
日
程
第
一
か
ら
追
加
日
程
第
六
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

追
加
日
程
第
一 

 
 

議
案
第
一
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
二
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
三
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
四
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
五 

 
 

議
案
第
五
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
六
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
・
事
業
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

佐
藤
総
務
・
事
業
委
員
長
。 

○
総
務
・
事
業
委
員
長
（
佐
藤 

篤
君
） 

総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
六
号
ま
で
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き

ま
し
て
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
審
査
に
入
り
ま
し
た
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
特
に
質
疑
、
意
見
等

が
な
く
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
は
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
六
号
ま
で
、
全
員
賛
成
に
よ
り
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
を
も
っ
て
総
務
・
事
業
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
ま
し
て
、
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
よ
り
採
決
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

総
務
・
事
業
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
案
第
一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
一
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
三
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
四
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
議
案
第
五
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
六
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
六
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
七
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
七
号 

 
 

令
和
七
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
予
算 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
議
員
で
構
成
す
る
予
算
特
別
委
員
会
で
審
査
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
委
員
長
の
報
告
は
省
略
い

た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

予
算
特
別
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
七
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
八
か
ら
追
加
日
程
第
十
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
保
夫
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

追
加
日
程
第
八 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
一
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
九 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
二
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

追
加
日
程
第
十 

 
 

議
員
提
出
議
案
第
三
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
理
由
の
説
明
及
び
委
員
会
へ
の
付
託

を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
員
提
出
議
案
第
一
号
か
ら
議
員
提
出
議
案
第
三
号
の
三
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
理
由
の
説
明
及
び
委
員
会
へ
の
付
託
を
省
略
す
る

こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
員
提
出
議
案
第
一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
員
提
出
議
案
第
一
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
員
提
出
議
案
第
二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
員
提
出
議
案
第
二
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
員
提
出
議
案
第
三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

－ 18 －



 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 
よ
っ
て
、
議
員
提
出
議
案
第
三
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
以
上
で
、
今
定
例
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
は
本
日
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

小
柳
津
副
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

本
日
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
慎
重
な
る
ご
審
議
を
い
た
だ
き
、
ご
決
定
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
度
の
事
業
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
、
七
十
五
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
予
算

を
効
率
的
に
執
行
し
、
売
上
げ
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
議
長
を
は
じ
め
、
皆
様
方
の
な
お
一
層
の
ご
指
導
、
ご
鞭

撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
藤
澤
進
一
君
） 

副
管
理
者
の
挨
拶
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
七
年
第
一
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

閉

会
（
午
後
〇
時
十
二
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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会

議

録

署

名

議
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長 
 

 

藤 
 

澤 
 

進 
 

一 

   

議 
 

 

員 
 

 

お

ぎ

の 
 

け

ん

じ 

   

議 
 

 

員 
 

 

丸 
 

山 
 

高 
 

司 
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資 
 

料 
 

の 
 

部 

      



 



 

令和７年第１回特別区競馬組合議会定例会 議事日程 

              令和７年２月１８日(火) 午前１０時４０分開議 

 

日程第１ 会期の決定について 

日程第２ 議案第１号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

   の一部を改正する条例 

日程第３ 議案第２号 特別区競馬組合常勤副管理者の給料等に関する条例の一部 

を改正する条例 

日程第４ 議案第３号 特別区競馬組合職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

日程第５ 議案第４号 特別区競馬組合勝馬投票券発売施設所在区市町村交付金 

条例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第５号 特別区競馬組合個人情報保護法施行条例等の一部を改正 

する条例 

日程第７ 議案第６号 特別区競馬組合職員の恩給に関する条例を廃止する条例 

日程第８ 議案第７号 令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 

日程第９ 議員の派遣について 

６特競総第 1068 号 

令和７年２月 10 日 

 

 特別区競馬組合議会  

議長 藤 澤  進 一 殿  

 

特別区競馬組合  

管理者 近 藤  弥 生  

 

令和７年第１回特別区競馬組合議会定例会の  

招集について  

 

 

 このことについて、本日、別紙写しのとおり告示したのでお知らせいたします。  

 

 

記  

１ 期  日  

   令和７年２月 18 日（火）  

２ 場  所  

   東京区政会館 19 階 191 会議室  

以   上  

 

 

㊢ 
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特

別

区

競

馬

組

合

告

示

第

一

号

 

   

令

和

七

年

第

一

回

特

別

区

競

馬

組

合

議

会

定

例

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

二

月

十

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特

別

区

競

馬

組

合 

管

理

者 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

  

一 

期

日 

令

和

七

年

二

月

十

八

日

（

火

） 

  

二 

場

所 

東

京

区

政

会

館 

十

九

階 

一

九

一

会

議

室

 

㊢  
６特競総第 1132 号 

令和７年２月 10 日 

 

 特別区競馬組合議会  

議長 藤 澤  進 一 殿  

 

特別区競馬組合  

管理者 近 藤  弥 生  

 

議案の送付について  

 

このことについて、令和７年第１回特別区競馬組合議会定例会に付議する案件

を下記のとおり送付いたします。  

 

記 

１ 条例案件 

議案第１号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

の一部を改正する条例 

議案第２号 特別区競馬組合常勤副管理者の給料等に関する条例の一部を 

改正する条例 

議案第３号  特別区競馬組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

        例 

議案第４号  特別区競馬組合勝馬投票券発売施設所在区市町村交付金条例 

の一部を改正する条例 

議案第５号 特別区競馬組合 個人情報保護法 施 行条例等の一部 を 改  

正する条例  

議案第６号 特別区競馬組合職員の恩給に関する条例を廃止する条例 

２ 予算案件 

  議案第７号 令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 

以   上 

㊢ 
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 ６特競総第 1144 号 

                           令和７年２月 10 日 

 

特別区競馬組合議会  

議長 藤 澤  進 一 殿  

 

特別区競馬組合  

 管理者 近 藤  弥 生  

 

令和７年第１回特別区競馬組合議会定例会に  

出席する議事説明員について  

 

 ６特競議第 178 号により要求のあった、標記の件について、下記のとおり通知い

たします。  

記  

１ 組合役員  

副 管 理 者     小 柳 津  明  

２ 職  員  

競 馬 事 務 局 長      桑 野  俊 郎  

（事業担当部長兼務）     

経 営 企 画 担 当 部 長      粕 谷  招 世  

総 務 担 当 部 長       岸   幸 弘  

経 営 企 画 室 長      赤 瀬  貴 之  

（場外経営担当課長兼務）  

広 報 課 長     愛 澤   洋  

総 務 課 長     中 島  浩 司  

   経 理 課 長     佐 藤  和 也 

お 客 様 事 業 課 長     笹 岡  賢 治  

競 走 課 長     木 村  洋 之  

施設再整備担当課長     中 嶋  将 彦  

（ 小 林 牧場 長 兼務 ）   

監 査 委 員 事 務 局 長     宮 澤  裕 司  

以  上  

㊢ ６特競監第 139号 

令和６年 12月 26日 

特別区競馬組合議会 

議 長  藤 澤 進 一 様 

特別区競馬組合 

監 査 委 員  田 辺 裕 子 

監 査 委 員 大 沢 たかし 

（公 印 省 略） 

令和６年 11月分例月出納検査の結果について（報告） 

地方自治法第 292 条及び第 235 条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の

結果について、第 235条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

１ 検査月日  令和６年 12月 19日（木） 

２ 検査場所 東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和６年 11月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和６年 11月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

（別紙掲載は省略） 

㊢
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６特競監第 155 号 

令和７年２月５日 

特別区競馬組合議会 

議 長  藤 澤 進 一 様 

特別区競馬組合 

監 査 委 員  田 辺 裕 子 

監 査 委 員 大 沢 たかし 

（公 印 省 略） 

令和６年 12月分例月出納検査の結果について（報告） 

地方自治法第 292 条及び第 235 条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の

結果について、第 235 条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

１ 検査月日  令和７年１月 28 日（火） 

２ 検査場所 東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和６年 12月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和６年 12 月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

（別紙掲載は省略） 

㊢   

議

員

の

派

遣

に

つ

い

て 
 

 
地
方
自
治
法
第
百
条
第
十
三
項
及
び
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
左
記
の
と
お

り
議
員
を
派
遣
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一 

競
馬
施
設
調
査 

（
一
） 

派
遣
目
的 

競
馬
施
設
の
調
査
研
究
の
た
め 

（
二
） 

派
遣
場
所 

金
沢
競
馬
場 

（
三
） 

派
遣
期
日 

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日 

（
四
） 

派
遣
議
員 

全
議
員 

 

※ 

そ
の
他
、
変
更
等
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。 
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令和 7 年第 1 回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程 

              令和 7 年２月１８日(火) 午前１０時４０分開議 

 

追加日程第１  議案第１号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に 

関する条例の一部を改正する条例 

追加日程第２  議案第２号 特別区競馬組合常勤副管理者の給料等に関する条例 

の一部を改正する条例 

追加日程第３  議案第３号 特別区競馬組合職員の給与に関する条例の一部を 

改正する条例 

追加日程第４  議案第４号 特別区競馬組合勝馬投票券発売施設所在区市町村 

交付金条例の一部を改正する条例 

追加日程第５  議案第５号 特別区競馬組合個人情報保護法施行条例等の一部を 

改正する条例 

追加日程第６  議案第６号 特別区競馬組合職員の恩給に関する条例を廃止する 

条例 

追加日程第７  議案第７号 令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 

追加日程第８  議員提出議案第１号 特別区競馬組合議会委員会条例の一部を 

改正する条例 

追加日程第９  議員提出議案第２号 特別区競馬組合議会会議規則の一部を改正 

する規則 

追加日程第１０ 議員提出議案第３号 特別区競馬組合議会個人情報保護条例の 

一部を改正する条例 

㊢ 
令和７年２月１８日  

特別区競馬組合議会 

議長 藤 澤 進 一  様 

 

特別区競馬組合議会 

総務・事業委員長 佐 藤 篤 

 

総務・事業委員会審査報告書  

 

本 委 員 会 に 付 託 の 事 件 は 、審 査 の 結 果 下 記 の と お り 決 定 し た の で 、

会 議 規 則 第 ７ ４ 条 の 規 定 に よ り 報 告 し ま す 。  

 

記 

 

 

議案番号  件          名  審査結果  

議案第１号  

特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、

休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条例  

原案可決  

議案第２号  
特 別 区 競 馬 組 合 常 勤 副 管 理 者 の 給 料 等

に関する条例の一部を改正する条例  
原案可決  

議案第３号  
特 別 区 競 馬 組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例の一部を改正する条例  
原案可決  

議案第４号  

特 別 区 競 馬 組 合 勝 馬 投 票 券 発 売 施 設 所

在 区 市 町 村 交 付 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る条例  

原案可決  

議案第５号  
特 別 区 競 馬 組 合 個 人 情 報 保 護 法 施 行 条

例等の一部を改正する条例  
原案可決  

議案第６号  
特 別 区 競 馬 組 合 職 員 の 恩 給 に 関 す る 条

例を廃止する条例  
原案可決  

－ 29 －



令和７年２月１８日  

 

 

特別区競馬組合議会 

議長 藤 澤 進 一 様 

 

特別区競馬組合議会 

予算特別委員長 福 沢  剛 

 

 

 

予算特別委員会審査報告書 

 

 

本 委 員 会 に 付 託 の 事 件 は 、審 査 の 結 果 下 記 の と お り 決 定 し た の で 、

会 議 規 則 第 ７ ４ 条 の 規 定 に よ り 報 告 し ま す 。  

 

 

記 

 

 

 

議案番号  件          名  審査結果  

議案第７号  令和７年度特別区競馬組合一般会計予算  原案可決  

○写  
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議
 

案

 

の

 

部 

      



 



 

 

い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
六
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
組
合
規
則
で
定
め
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
施
行
前
の
準
備
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の

制
限
に
係
る
請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
提
案
理
由
） 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
職
員
の
育
児
・
介
護
と
仕
事
の
両
立
支
援
を
図
る
た
め
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

 

議
案
第
一
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
の
四
の
見
出
し
を
削
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
六
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、

仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
組
合
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と

い
う
。
）
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
請
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
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議
案
第
三
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 
 

 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
、
第
十
一
条
の
三
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
二
項
中
「
、
第
十
一
条
の
三
」
を
削
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

特
別
区
に
お
い
て
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
住
居
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
た

 

 

議
案
第
二
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
八
十
五
万
二
千
円
」
を
「
八
十
六
万
二
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
八
十
四
」
を
「
百
分
の
百
九
十
四
」
に
、
「
百
分
の
百
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
九
十
五
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

特
別
区
の
副
区
長
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
常
勤
副
管
理
者
の
給
料
月
額
及
び
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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議
案
第
四
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
勝
馬
投
票
券
発
売
施
設
所
在
区
市
町
村
交
付
金
条
例
（
平
成
十
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 附

則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
等
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
令
和
七
年
度
以
降
に
設
置
さ
れ
る
場
外
発
売
所
に
関
す
る
特
例
） 

２ 

令
和
七
年
度
以
降
に
新
た
に
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
場
外
発
売
所
が
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
市
町
村
に
対
し
て
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
交
付
金
は
交
付
し
な
い
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

令
和
七
年
度
以
降
に
市
町
村
に
新
た
な
場
外
発
売
所
を
設
置
す
る
場
合
、
当
該
場
外
発
売
所
が
所
在
す
る
市
町
村
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
し
な
い
こ
と

 

 

め
、
本
組
合
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

  

 

－ 35 －



 

 

議
案
第
五
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

特
別
区
競
馬
組
合
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
五
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
中
「
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

と
す
る
た
め
、
規
定
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

５ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ

き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ

た
者
と
み
な
す
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

６ 

施
行
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
並
び

に
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴

を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

（
経
過
措
置
の
規
則
へ
の
委
任
） 

７ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
一
条
第

四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又

は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
に
刑
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧

刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に

規
定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ

く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す
る
。 

 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は

改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
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議
案
第
六
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 
 

 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 （
提
案
理
由
） 

恩
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
い
な
い
た
め
、
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
。 
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議案第７号 

 

 

令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 

（総則） 

第１条 令和７年度特別区競馬組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 年間開催日数                           ９８日 

 (2) 発売場所 

    大井本場、オフト後楽園、オフト汐留、オフト京王閣、オフトひたちなか、オフト

大郷、新潟地区、オフト伊勢崎、山形地区、ＳＰＡＴ４、浦和、船橋地区、川崎地

区、北海道地区（道営）、北海道地区（ばんえい）、岩手地区、金沢、笠松地区、愛

知地区、兵庫地区、高知地区、佐賀地区、ＢＡＯＯ、オッズパーク、楽天競馬、 

ＪＲＡネット投票 

 (3) 総利用人員                        ２，４２４万人 

                       （うち大井競馬場入場者数 ４８万人） 

 (4) 大井競馬場において施行する競走数             １，１５６競走 

 (5) 他場本場における大井競馬場及び専用場外発売所場外発売 

    浦和本場、船橋本場、川崎本場、広域本場、ＪＲＡ本場 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入 

 第１款 営業収益                 ２１１，３４１，８８２千円 

  第１項 競馬開催収益              ２０１，５０２，７５０千円 

  第２項 場外業務収益                ９，７７２，２２８千円 

  第３項 その他営業収益                  ６６，９０４千円 

 第２款 営業外収益                    ６６１，８１４千円 

  第 1項 受取利息及び配当金               ５０８，７４８千円 

  第２項 分担金及び負担金                      １千円 

  第３項 補助金                     １２３，８３５千円 

  第４項 還付金                           １千円 

  第５項 長期前受金戻入益                 ２７，６８７千円 

  第６項 雑収益                       １，５４２千円 

 第３款 特別利益                           ３千円 

  第１項 固定資産売却益                       １千円 

  第２項 過年度修正益                        １千円 

  第３項 その他特別利益                       １千円 
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支     出 

 第１款 営業費用                 ２０２，６６２，３０６千円 

  第１項 競馬開催費用              １９４，９９３，５５６千円 

  第２項 場間場外費用                ６，８７２，７３０千円 

  第３項 一般管理費                   ３３７，４０９千円 

  第４項 償却費                     ４５８，６１１千円 

 第２款 営業外費用                    ８８９，２１１千円 

  第 1項 支払利息                          １千円 

  第２項 株式配当金配分金                ３２６，４７２千円 

  第３項 公課費                     ５４７，６１１千円 

  第４項 その他営業外費用                 １５，１２７千円 

 第３款 特別損失                      ３４，４０６千円 

  第１項 固定資産除却損                  ３４，４０４千円 

  第２項 過年度修正費用                       １千円 

  第３項 その他特別損失                       １千円 

 第４款 予備費                    １，０００，０００千円 

  第１項 予備費                   １，０００，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支 

出額に対し不足する額２４８，０７３千円は、損益勘定留保資金から補てんするものと

する）。 

収     入 

 第１款 資本的収入                          ３千円 

  第１項 補助金                           ２千円 

  第２項 固定資産売却代金                      １千円 

支     出 

 第１款 資本的支出                    ２４８，０７６千円 

  第１項 建設改良費                   ２４８，０７６千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、３，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

 (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、

法定福利費引当金繰入額及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に

流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

 (1) 職員給与費（報酬、給料、職員手当、退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、

法定福利費引当金繰入額及び共済費） １，１２６，２０９千円 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、９４，７３４千円と定める。 

 

（重要な資産の取得） 

第９条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

         種    類    名    称       数   量 

 取得する資産  什 器 備 品    投票端末機           １式 

          

 

令和７年２月１８日 提出 

特別区競馬組合管理者 近 藤  弥 生 
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第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
委
員
会
の
開
会
方
法
の
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 

委
員
長
は
、
委
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互

に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
、
委
員
会
を
開
会
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
秘
密
会
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

大
規
模
な
災
害
の
発
生
、
感
染
症
の
ま
ん
延
そ
の
他
の
委
員
個
人
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
場

所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合 

 

二 

育
児
、
介
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
が
開
会
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
出
席
を
希
望
す
る
委
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
許
可

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
会
さ
れ
た
委
員
会
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
出
席
す
る
委
員
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
委

員
会
に
出
席
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
の
委
員
会
の
開
会
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
（
委
員
長
及
び
委
員
の
除
斥
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
管
理
者
」
の
次
に
「
、
公
平
委
員
会
の
委
員
長
（
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
人
事
委
員
会
の
委
員
長
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
す
る
と
き
は
、
議
長
を
経
て
、
委
員
会
に
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 

議
員
提
出
議
案
第
一
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

酒 

井 
 

た
く
や 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

髙 

森 
 

喜
美
子 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

秋 

谷 
 

こ
う
き 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

お
ぎ
の 

 

け
ん
じ 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

伊 

藤 
 

よ
し
の
り 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
の
表
総
務
・
事
業
委
員
会
の
項
中
「
九
名
」
を
「
八
名
」
に
改
め
、
同
表
運
営
委
員
会
の
項
中
「
五
名
」
を
「
六
名
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

任
期
満
了
に
よ
る
後
任
者
の
選
任
が
任
期
満
了
の
日
以
前
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
任
者
の
任
期
は
、
後
任
者
の
選

任
が
議
題
と
さ
れ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
る
日
の
会
議
時
間
（
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
（
平
成
十
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
規
則
第
一
号
。
以

下
「
会
議
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
開
始
時
刻
に
満
了
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条
中
「
は
か
つ
て
」
を
「
諮
つ
て
」
に
改
め
る
。 
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議
員
提
出
議
案
第
二
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

酒 

井 
 

た
く
や 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

髙 

森 
 

喜
美
子 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

秋 

谷 
 

こ
う
き 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

お
ぎ
の 

 

け
ん
じ 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

伊 

藤 
 

よ
し
の
り 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
（
平
成
十
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
百
十
四
条
」
を
「
第
百
十
三
条
の
二
―
第
百
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
事
故
」
を
「
公
務
、
疾
病
、
育
児
、
看
護
、
介
護
、
出
産
、
配
偶
者
の
出
産
補
助
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
か
え
る
」
を
「
代
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
中
「
（
選
挙
の
宣
告
）
」
を
削
る
。 

 

 

 
第
二
十
条
第
二
項
中
「
終
る
」
を
「
終
わ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
委
員
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
委
員
会

又
は
委
員
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
か
た
よ
ら
な
い
よ
う
に
」
を
「
偏
ら
な
い
よ
う
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

公
述
人
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
に
よ
り
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
六
条
中
「
文
書
で
」
を
「
文
書
若
し
く
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
（
公
述
人
の
発
言
）
、
第
二
十
五
条
（
委
員
と
公
述
人
の
質
疑
）
及
び
第
二
十
六
条
（
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る

意
見
の
陳
述
）
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

常
任
委
員
会
を
安
定
的
に
開
催
す
る
た
め
、
委
員
定
数
を
見
直
し
、
並
び
に
将
来
的
な
タ
ブ
レ
ッ
ト
及
び
会
議
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
向
け
て
、
委
員
会
の

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
催
を
可
能
と
す
る
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。 
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第
七
十
六
条
中
「
議
場
」
の
下
に
「
又
は
委
員
会
の
会
議
室
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
委
員
会
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
出
席
し
て
い
る
委
員
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 

第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
採
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
と
る
」
を
「
採
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
二
条
中
「
第
二
十
五
条
（
議
場
の
出
入
口
閉
鎖
）
、
第
二
十
六
条
（
投
票
用
紙
の
配
布
及
び
投
票
箱
の
点
検
）
、
第
二
十
七
条
（
投
票
）
、
第
二

十
八
条
（
投
票
の
終
了
）
、
第
二
十
九
条
（
開
票
及
び
投
票
の
効
力
）
」
を
「
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
選
挙
結
果
の
報

告
）
」
、
「
（
選
挙
に
関
す
る
疑
義
）
」
及
び
「
（
選
挙
関
係
書
類
の
保
存
）
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
は
か
る
」
を
「
諮
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
採
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
採
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
と
る
」
を
「
採
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
開
か
れ
て
い
る
と
き

は
、
紹
介
議
員
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
紹
介
議
員
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
一
条
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
条
中
「
（
秘
密
の
保
持
）
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
条
中
「
（
議
案
等
の
説
明
、
質
疑
及
び
委
員
会
付
託
）
」
を
削
る
。 

 

 

 
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
聞
い
て
」
を
「
聴
い
て
」
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
管
理
者
の
選
挙
） 

第
三
十
条
の
二 
特
別
区
競
馬
組
合
規
約
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
六
日
東
京
都
知
事
許
可
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
の
選
挙
は
、
指
名
推
薦

の
方
法
に
よ
る
。 

 

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
（
請
願
の
委
員
会
付
託
）
」
を
削
り
、
「
聞
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
中
「
（
委
員
会
報
告
書
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
（
少
数
意
見
の
留
保
）
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
四
項
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
中
「
（
質
疑
の
回
数
）
」
及
び
「
（
質
疑
又
は
討
論
の
終
結
）
」
を
削
る
。 

 

第
六
十
五
条
前
段
中
「
委
員
で
な
い
議
員
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
委
員
外
議
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
聞
く
」
を
「
聴
く
」
に

改
め
、
同
条
後
段
中
「
委
員
で
な
い
議
員
」
を
「
委
員
外
議
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
開
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
委

員
外
議
員
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
し
、
若
し
く
は
意
見
を
述
べ
、
又
は
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
委
員
外
議
員
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
し
、
若
し
く
は
意
見
を
述
べ
、
又
は
発
言
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
十
五
条
中
「
議
長
は
表
決
を
と
ろ
う
」
を
「
議
長
又
は
委
員
長
は
、
表
決
を
採
ろ
う
」
に
改
め
る
。 
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式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
除

く
。
）
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し

た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を

と
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通
知
を
発
し
た
時
の
い
ず
れ
か
早
い

時
）
に
当
該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は

記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に

対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
に
係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
通
知
の

う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合

と
し
て
議
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行
わ
れ
た
通
知
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
百
十
三
条
の
三 

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
六
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
議
会
等
が

文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら

 

 

 
第
百
十
一
条
中
「
（
発
言
の
取
消
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
章
中
第
百
十
四
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
） 

第
百
十
三
条
の
二 
議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の

う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の

有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に

関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
の
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ

の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
議
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に

限
る
。 

３ 

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
（
第
十
八
条
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す
る

通
知
に
あ
っ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

－ 44 －



 

 

議
員
提
出
議
案
第
三
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

酒 

井 
 

た
く
や 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

髙 

森 
 

喜
美
子 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

秋 

谷 
 

こ
う
き 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

お
ぎ
の 

 

け
ん
じ 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
員 

 
 

伊 

藤 
 

よ
し
の
り 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
令
和
五
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
四
項
中
「
。
以
下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
以
下
」
を
「
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
二
条

第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
五
項
中
「
及
び
第
三
十
条
」
を
削
り
、
同
項
の
表
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
報
酬
、
福
利
厚
生
」
を

「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
福
利
厚
生
」
に
、
「
そ
の
他
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
及
び
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 

 

ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
百
十
四
条
中
「
は
か
っ
て
」
を
「
諮
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

常
任
委
員
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
催
を
可
能
と
す
る
た
め
そ
の
手
続
等
を
定
め
、
及
び
議
員
の
出
欠
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
欠
席
事
由
を
明

確
化
す
る
必
要
が
あ
る 

－ 45 －



 

 

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

 

 
第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
八
条
中
「
第
四
章
」
を
「
前
章
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
九
条
中
「
特
定
」
の
下
に
「
に
資
す
る
情
報
の
提
供
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年

六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
よ
る
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
改
正
及
び
情
報
通
信
技

術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
よ
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

－ 46 －
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